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将来像１　いつでも安心して利用できる水を供給します

　1-1　高度な浄水処理技術と水質管理　

安全な水道水を送り届けるためには、高度な技術による浄水処理（川の水から水道水を
作る処理）と水源から蛇口に至るまでの一貫した水質管理が重要です。

■高度な技術による浄水処理
本市の水道は、淀川と猪名川を水源としています。淀川の水は、大阪広域水道企業団※

から本市が受水し、猪名川の水は、自己水として供給しています。
受水については、大阪広域水道企業団※が平成10年（1998年）から通常の砂ろ過に
よる浄水処理に加えて、オゾンや粒状活性炭などを用いた高度浄水処理※を導入したこと
により、それまで水道水のまずさの主な原因となっていた「かび臭」や「有機物」をほと
んど取り除くことができました。

オゾンは、空気
中の酸素からつ
くった気体で、
強い殺菌力をも
っています。そ
のため、水中の
かび臭などを簡
単に分解するこ
とができます。

粒状活性炭は、ほぼ
砂（直径約 1mm 程
度）に等しい大きさ
で、一粒一粒に目に
見えない無数の小さ
な穴が空いています。
オゾン処理された水
が粒状活性炭層を通
る間に、臭いの原因
となる有機物質やト
リハロメタンの原因
となる物質などを吸
着除去します。

自己水については、猪名川流域各自治体（市・町）の下水道
の整備などにより水質改善が進んだことや、河床の下の砂層を
流れる比較的きれいな水（伏流水）を取水していることから、
通常の砂ろ過による浄水処理で高度浄水処理※水と同等の水質
を得ることができています。

お客さまに安全で安心できる水をお届けするために、大阪広域水道企業団※や猪名川水
質協議会※等の関連団体と連携を図りながら、水道水源の保全に努めています。

粒状活性炭（大阪広域水道企業団※）オゾン発生器（大阪広域水道企業団※）

猪名川取水地点の風景

猪名川の水質の変化
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■厳格な水質検査
水道水は、国が定めた51項目の水質基準と
厳格な水質検査により安全性が確保されていま
す。この水質検査については、検査の信頼性を
保証する「水道水質検査優良試験所規範（水道
ＧＬＰ）※」（平成20年（2008年）7月認定）
に基づいた検査体制のもと実施しています。

■配水管での水質監視
浄水場から送り出した水は、市内10か所に設置してある水質自動測定装置（水質モニ
ター）を使って常時監視しています。また、水質モニターの測定データは、専用回線を使っ
て柴原浄水場内にある監視制御システムで集中監視しています。

以上のような水質検査にあたっては、年度ごとに水質検査計画を策定するとともに、そ
の結果を毎月ホームページで公表しています。

水質検査を公正かつ確実に実施していくためには、分析機器や監視機器を適正に整備し
ておく必要があり、計画的な検査機器類の更新が不可欠となっています。

－具体的施策－

水道ＧＬＰ認定書 高度な機器による水質検査
（柴原浄水場）

24時間常時監視している水質モニター
（曽根東町）

監視制御システムによる集中監視
（柴原浄水場）

更新時期を迎える検査機器類を計画的に更新します。
引き続き、信頼性の高い水質検査を実施します。
引き続き、水源から蛇口までの総合的かつ一貫した水質管理を行います。

•
•
•
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　1-2　給水装置等での水質管理　

浄水場から配水管を通って流れてきた水を、そのままの状態で、お客さまのもとに送り
届けるためには、配水管と蛇口をつなぐ給水管や受水槽などにおける水質管理も重要とな
ります。

配水管から蛇口までの給水装置と管理区分

■受水槽の適正管理
マンションや学校、病院など一度に多くの水道水を必要
とする場所では、一旦水道水を受水槽に貯めてから給水し
ています。受水槽は、給水圧を一定保持できることや災害
などにより断水しても一定量の水を確保できるといったメ
リットがある一方で、設置者が適正な管理を怠ると、水槽
内の水質が劣化するといった衛生上の問題も指摘されてい
ます。
本市では、水道法の対象となる受水槽（容量が10m3を超えるもの）については、市
保健所と連携して設置状況や管理状況などに関する情報の共有を図るとともに、法規制の
対象とならない小規模な受水槽（容量が10m3以下のもの）については、管理状況の調
査を行い、必要に応じて設置者に指導や助言などを行っています。

■直結式給水の普及促進
受水槽における衛生問題の解消や電力削減などを目的に、水道管内の圧力や増圧ポンプ
を利用して、水道管の水をそのまま上層階まで給水する「直結式給水」の導入をお客さま
や申込者にＰＲしています。
現在は、メーター口径75mm、15階程度までの建物に「直結式給水」の導入が可能となっ
ています。また、将来を担う子どもたちが水道水に親しみを持てるように、平成24年度
（2012年度）から小中学校に受水槽を介さない飲み水栓の設置を進めています。

（豊中市上下水道局ホームページより）

受水槽の管理状況調査のようす
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上下水道局へご連絡ください

お客さまの財産です(水道メーターを除く)

豊中市指定給水装置
工事事業者に
お申込みください

豊中市指定給水
装置工事事業者に
お申込みください
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直結式給水への切り替え

■指定給水装置工事事業者の信頼性確保
給水装置※工事は、本市が指定した業者（指定給水装置工事事業者）でなければ施工で
きない制度となっています。しかし、近年、指定給水装置工事事業者の一部において、技
術力や運用面での問題が明らかになったことから、更新制度を導入するとともに、安心し
て修繕を依頼できる指定給水装置工事事業者の一覧を公表しています。

－具体的施策－

引き続き、法規制の対象とならない小規模な受水槽の管理状況調査を実施する
とともに、必要に応じて受水槽の設置者への助言、指導等を行います。
引き続き、直結式給水の普及促進を図ります。
引き続き、お客さまと指定給水装置工事事業者への給水装置※の管理に関する
情報提供の充実を図ります。

•

•
•

受水槽式給水 直結式給水


